
 

 

 横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則をここに公

布する。 

平成30年12月25日 

     横浜市長 林   文 子 

横浜市規則第46号 

横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第12 

3 号。以下「法」という。）の施行については、建築物の耐震改

修の促進に関する法律施行令（平成７年政令第 429号。以下「政

令」という。）及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規

則（平成７年建設省令第28号。以下「省令」という。）に定める

もののほか、この規則の定めるところによる。 

（通行障害建築物の要件の特例） 

第２条 省令第３条の規則で定める場合は、政令第４条第１号の前 

面道路（横浜市が法第６条第３項各号の規定により市町村耐震改

修促進計画に定めた道路に限る。以下同じ。）の路面の中心（当

該前面道路内に路面が２以上ある場合にあっては、当該２以上の

路面の中心のうち最も低いものとする。次項において同じ。）が

、建築物の地盤面（建築基準法施行令（昭和25年政令第 338号）

第２条第２項の地盤面をいう。以下同じ。）よりも高い場合とす

る。 

２ 省令第４条の規則で定める距離は、政令第４条第１号イ又はロ

に規定する距離に、当該建築物の地盤面と同号の前面道路の路面

の中心との高低差を加えたものとする。 



 

 

（要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告に係る添付

書類） 

第３条 省令第５条第４項の規則で定める書類は、耐震診断結果概

要書（別記様式）及び別表に掲げる書類とする。ただし、市長が

必要がないと認める書類については、その添付を省略することが

できる。 

（建築物の耐震改修の計画の認定の申請に係る添付書類） 

第４条 省令第28条第２項の規則で定める書類は、建築物の耐震改

修の計画が法第17条第３項第１号の国土交通大臣が定める基準に

適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類及

び市長が別に定める書類とする。 

２ 省令第28条第11項の規定により同条第２項の構造計算書を添え

ることは、要しない。 

 （建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請に係る添付書類

） 

第５条 省令第33条第１項の規則で定める書類は、次に掲げるもの

とする。 

 (1)  次のいずれかの書類 

  ア 耐震関係規定（法第５条第３項第１号の耐震関係規定をい

う。）に適合していることを証する書類として市長が認める

もの 

  イ 省令第33条第１項第２号に掲げる国土交通大臣が定める書 

   類の交付を受けていることを証する書類 

 (2)  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 省令第33条第２項第 1号の規則で定める書類は、次に掲げるも



 

 

のとする。 

 (1)  法第22条第２項の国土交通大臣が定める基準に適合している 

  ことを市長が適切であると認めた者が証する書類 

 (2)  建築物の付近見取り図、配置図及び各階平面図 

(3)  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

３ 省令第33条第２項第２号の規則で定める書類は、次に掲げるも 

 のとする。 

 (1)  省令第33条第２項第２号に掲げる国土交通大臣が定める書類 

  の交付を受けていることを証する書類 

 (2)  建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

４ 省令第33号第３項の規定により同条第１項及び第２項並びに前 

 ３項に掲げる図書及び書類のうち市長が不要と認めるものを添え 

 ることは、要しない。 

 （区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定の申請に係る添付書

類） 

第６条 省令第37条第１項第３号の規則で定める書類は、次に掲げ

るものとする。 

 (1)  法第25条第２項の国土交通大臣が定める基準に適合していな

いことを市長が適切であると認める者が証する書類 

 (2)  区分所有建築物（法第25条第１項の区分所有建築物をいう。

）の付近見取図、配置図及び各階平面図 

(3)  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 省令第37条第２項の規定により同条第１項第２号の構造計算書

を添えることは、要しない。 



 

 

（委任） 

第７条 この規則の施行について必要な事項は、建築局長が定める

。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告に係る添 

付書類） 

２ 省令附則第３条において準用する省令第５条第４項の規則で定

める書類は、耐震診断結果概要書及び附則別表に掲げる書類とす

る。ただし、市長が必要がないと認める書類については、その添

付を省略することができる。 

附則別表 

書 類 の 種 類  明  示  す  べ  き  事  項    

付  近  見  取  図  方位、道路及び目標となる地物   

配     置     図      

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、報

告に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置

及び幅員並びに報告に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の

面から敷地の境界線までの水平距離  

各  階  平  面  図  
縮尺、方位、間取り、用途及び床面積並びに外壁及び開口部の  

位置      

床 面 積 求 積 図  
床面積の求積に必要な報告に係る建築物の各部分の寸法及び算

式並びに用途別の床面積   

その他市長が必要と認

める書類     

市長が必要と認める事項   

附 則（平成28年３月規則第65号） 

（施行期日） 



 

 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年12月規則第77号） 

（施行期日） 

 この規則は、平成31年１月１日から施行する。 

別表（第３条） 

書 類 の 種 類  明  示  す  べ  き  事  項    

付 近 見 取 図  方位、道路及び目標となる地物  

配   置   図  

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、報

告に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置

及び幅員、報告に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面か

ら政令第４条第１号の前面道路の境界線までの水平距離、同号

の前面道路の路線名、地盤面の高さ、土地の高低、同号の前面

道路の路面の中心の高さ並びに報告に係る建築物の各部分の高

さ      

立   面   図  

縮尺、地盤面の高さ、土地の高低、政令第４条第１号の前面道

路の路面の中心の高さ、報告に係る建築物の各部分の高さ、報

告に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から同号の前面

道路の境界線までの水平距離及び同号の前面道路の幅員       

その他市長が必要と認

める書類     

市長が必要と認める事項   

 



別記様式（第３条） 

（表） 

耐震診断結果概要書 

耐震診断の実施年月日  耐震診断の実施者  

建築物の名称  

建築年月日  建築物の地名地番  

耐震診断の方法の名称  

耐震診断の結果（構造耐震指標等） 

構造耐震指標

等 

 

該当する指標に

○を記入してく

ださい。   

木造             Iw・その他の指標（         ）

鉄骨造           Is・q・その他の指標（         ）

鉄筋コンクリート造         Is・q・その他の指標（         ）

鉄骨鉄筋コンクリート造     Is・q・その他の指標（         ）

その他の構造 （       造）       指標（          ）

階 構造方法 

X 方 向 Y 方 向 

階 構造方法

X 方 向 Y 方 向 

Iw 又

は Is 
 

Iw 又

は Is 
 

Iw 又

は Is
 

Iw 又

は Is
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

（Ａ４） 



（裏） 

 

（注意） １ 建築物の名称の欄は、戸建の住宅にあっては、記入する必要はありません。 

２ 各階の構造耐震指標等については、最上階から順に記入してください。 

３ 各階の構造耐震指標等については、最小値を記入してください。 

４ 構造耐震指標等については、全ての階について記入してください。 

５ 構造方法の欄については、木造はＷ、鉄骨造はＳ、鉄筋コンクリート造は 

ＲＣ、鉄骨鉄筋コンクリート造はＳＲＣと記入し、その他の構造の場合はその

構造方法の頭文字を記入してください。 

６ １つの階に構造方法が複数ある場合については、それぞれ記入してください。 
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